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チ
リ
中
部
沿
岸
地
震
に
伴
う
津
波
被
害
に
対
す
る
激
甚
災
害
指
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
二
月
二
十
七
日
に
チ
リ
で
発
生
し
た
大
地
震
に
よ
り
、
翌
二
十
八
日
に
は
日
本
に
も
津
波
が
到
達
し
、
沿
岸
部
の
漁
業

養
殖
施
設
や
水
産
物
等
に
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。
今
回
の
津
波
に
よ
る
甚
大
な
被
害
に
対
し
て
、
早
急
に
激
甚
災
害

法
の
指
定
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

本
年
三
月
二
十
九
日
に
河
北
新
報
社
よ
り
、
「
農
林
水
産
省
は
激
甚
災
害
法
の
指
定
が
適
当
と
す
る
方
針
を
固
め
た
」
と

の
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
報
道
の
と
お
り
全
国
規
模
の
激
甚
指
定
（
本
激
）
と
な
る
見
通
し
で
あ
る
か
。

二

本
災
害
に
つ
い
て
協
議
す
る
、
中
央
防
災
会
議
は
い
つ
頃
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
か
。

三

本
災
害
に
お
い
て
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た
、
漁
業
養
殖
施
設
に
つ
い
て
、
仮
に
激
甚
指
定
（
本
激
）
と
な
っ
た
場
合
、

漁
業
養
殖
施
設
の
復
旧
費
用
の
九
割
を
上
限
に
国
庫
補
助
が
嵩
上
げ
さ
れ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
通
り
と
な
る
見
通

し
で
あ
る
か
。
更
に
、
こ
の
こ
と
と
は
別
に
更
な
る
支
援
策
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
方
針
は
如
何
。

右
質
問
す
る
。


